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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事録） 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成27年２月20日（金）14:15～14:57 

２ 場所 永田町合同庁舎７階特別会議室 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞ 

座長 八田 達夫 アジア成長研究所所長 

         大阪大学社会経済研究所招聘教授 

委員 阿曽沼 元博 医療法人社団滉志会瀬田クリニックグループ代表 

委員 鈴木  亘 学習院大学経済学部経済学科教授 

＜提案者＞ 

駒崎 弘樹 認定NPO法人フローレンス代表理事 

＜関係省庁＞ 

林 修一郎 厚生労働省保険局医療課課長補佐 

南  新平 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課室長 

宮澤 武憲 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課係長 

＜事務局＞ 

内田  要 内閣府地方創生推進室長 

富屋 誠一郎 内閣府地方創生推進室室長代理 

藤原  豊 内閣府地方創生推進室次長 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 往診ルール・在宅医療の弾力化 

３ 閉会 

 

 

○藤原次長 少し時間が押してしまいましたけれども、午後もよろしくお願いいたします。 

 本日は、往診ルール・在宅医療の弾力化ということで、これは前回の諮問会議でも総理

の指示の対象でございますため、前進を見た議論を是非期待したいと思っておりますが、

さらにこれは地方創生特区を指定するに当たって近未来実証特区の検討会というものを副

大臣、政務官のレベルで開催させていただいておりますが、遠隔診療の文脈でも16キロの

話等々出てきておりますので、そのあたりも含めて今日は御議論いただければと思ってお

ります。 



2 

 

 御提案をいただいておりますフローレンスの駒崎代表にもおいでいただいております。

この間、鈴木委員からお話もございましたが、今日は厚生労働省の担当局の方にもおいで

いただいてございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、八田座長、よろしくお願いいたします。 

○八田座長 いつもお忙しいところお越しくださいまして、ありがとうございます。 

 それでは、早速御説明をお願いいたします。 

○林課長補佐 資料を二つお手元に御用意させていただきました。 

 一つ目は、これまでお示ししている資料と同じものでございます。 

 ３ページ目のところで少し補足をさせていただこうと思いますが、検討状況のところで、

中医協においてこれまでも外来応需体制のない保険医療機関の取り扱いについては、議論

をしてまいった経緯がございます。引き続き検討することという形になっておりましたが、

一昨日18日の中医協でこの件について議論の機会を設けさせていただきました。事務局と

してはこの外来応需体制のない保険医療機関について、開放性をきちんと確認ができるよ

うな一定の要件を設けて、必ずしも外来という形にはこだわらないでいいのではないかと

いう形での資料を提出させていただきまして、ただ、診療側、支払い側、両方から様々な

御意見をいただきました。 

 一番ネックになるのは、こういったことを することによって軽い患者を選んで診療を

するような医療機関が出てきてしまうのではないか。また、患者もここまで言っては極端

かもしれませんけれども、雨が降っているから往診に来てほしいとか、患者の側の利用に

ついても、せっかく小児科も含めて医療を守るために患者あるいは御父兄に御協力いただ

いている中で、どこまでも自由に往診、訪問診療を使える形にまでしていくのは少し違う

のではないかという御意見。中医協の場でいただいた御意見や、それ以前に色々意見交換

をさせていただいた中での御意見が混ざっていますけれども、そういったところが一番の

懸念の点でございまして、一昨日の段階では結論に至りませんでしたが、どういう形、ど

ういう要件で外来応需の体制を求めていたところをかわりに代替していくのかというとこ

ろを、具体的な議論に入っていきたいと私どもとしては思っております。 

 そういう意味からも具体的な状況をしっかりと教えていただきながら、all or nothing、

ゼロか１という議論ではなくて、どういう場合にいいのかという議論にしていきたいと私

どもとしては思って、非常に私どもも汗をかいているところでございます。 

 もう一つの資料でございます。これは前回いただいた御質問へのお答えということで、

必ずしも十分ではないかも分かりませんが、御用意をさせていただきました。 

 一つ目は、保険財政圧迫と女性の社会進出の効果を定量的に比べられないかという御質

問でございました。読み上げることはいたしませんけれども、具体的に女性の社会進出の

効果でありますとか、あるいは一定のルールを変えたときの保険財政圧迫の弊害といった

ものを定量的に比べることは非常に難しいということで、これを定量化することは困難で

あるというお答えをさせていただいております。ただ、単純に比較衡量して判断するとい
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うことではなくて、両方どちらも追求していかなくてはいけないものだと思いますので、

医療資源の効率的活用及び女性進出の両者を政策的に追及していく必要があることは言う

までもないと書かせていただきました。 

 三つ目の○でございますけれども、現時点においても片道16キロメートルを超えた場合

でも往診が可能なルールがございますので、この片道16キロメートルを超えた往診を必要

とする理由があるか否かの判断に当たっては、単に費用だけでなく、他の事業者による代

替的なサービスがどの程度提供されているのか、あるいは代替的なサービスが提供されて

いないということを何か確認する方法があるのか。医学的な観点からの受診の必要性。こ

れも何か民間のサービスを使っている人だからいいという形だと、どうしても関係者の理

解が得られませんので、例えば病児保育を利用されている方の中でも、こういう状況にな

ったときに受診が必要なんですという御説明を関係者にもきちんと理解できる形でしてい

ただけるのかどうかとか、緊急時の対応を含めた地域における医療提供体制における位置

付け、例えば急変したときにはきちんと診てもらえるように、地域にきちんと合意を得て

やっていただけるのかどうかとか、そういった観点も含めてきちんと関係者の理解を得ら

れるような形で制度設計ができるかというところが、ポイントになるような気がしており

ます。 

 一番下の※のところは経済的な分析ということでありまして、あくまで参考ではござい

ますけれども、もともとの16キロルールというのは医療保険財政の負荷軽減を目的として

おりまして、医師の医療時間が仮に延びてしまうと、それは医師の人件費について見ても

相当大きな負担になる可能性があるということで、16キロルールを完全に撤廃することは

なかなか経済的に見ても難しいことでございますので、どういう具体的な条件付けをして

いくのか。これもゼロイチではなくて、きちんと考えていく必要があるのだろうと考えて

おります。 

 ②でございますが、病児保育の現状やニーズ等を踏まえて、提案を実施する方策につい

て検討してほしいということでお話をいただきました。私どももこういった御指摘を受け

て、しっかりと勉強させていただいたつもりでございます。これは担当課も来ております

けれども、病児・病後児保育事業における保育の実施に当たっては、その実施要項によれ

ば対象児童をかかりつけ医に受診させ、児童を診察した医師が入院の必要性はない旨署名

した連絡票によって症状を確認して、実施を決定するとされております。 

 また、実施要項上、医療機関との連携体制を十分整えることによって、緊急時に児童を

受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定して、協力関係を構築することになっ

ております。 

 ということでございまして、あらかじめ診療を受け、状態が安定している児童が病児保

育の対象となっているということでありますので、病児保育中に往診を必要とする状況を

具体的にどのようなものなのかといったことを、先ほど申し上げましたような具体的な制

度設計で考えていくためには、きちんと見ていく必要があるのではないかと思います。 
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 提案者様のされている事業は、この病児・病後児保育事業の要綱にのっとったものとは

違うサービスだと承知をしておりますが、基本的にこの連絡票を使うかどうか別としまし

ても、かかりつけ医に受診をして安定して病児保育ができるかどうかということは確認し

た上で、お預かりをされているスキームだとホームページ等から承知をしていますので、

その上で往診を必要とされる状況が病児保育をされている方全部ということではなくて、

特にこういう人の場合には16キロの外から往診する必要があるんですとか、もしそういう

何か事情があれば是非教えていただいて、それを踏まえた検討をさせていただければと思

っております。 

 以上です。 

○八田座長 どうもありがとうございました。 

 もともと厚生労働省としては、往診というのは保険で高い点数が与えられているから、

これを無制限に使うと財政が圧迫する。したがって、今は16キロという条件を付けている。

それから、外来応需については別途、軽い患者だけを選ぶということになったら困るとい

うことが理由なんだということでした。今日お話になったところで私の理解では色々制度

設計をこれから改めていくとしたら、そこでゼロか１ではなくて、どういう条件を付けた

らいいかということを実際に業者からの方からも伺いたい。 

 第１に、外来応需について軽い患者ばかりを選ばないようにする条件というのは何でし

ょうか。 

 第２に16キロルールについても、16キロを超えてやれるような病児保育はどういう場合

ならばいいのでしょうか。さらに16キロをどこまで広げるか。 

 第３に地域との連携はどうやるか。 

そういうような様々な御質問がありましたので、駒崎理事からよろしくお願いいたしま

す。 

○駒崎代表理事 ありがとうございます。NPOフローレンス代表理事の駒崎です。 

 今いただいた厚生労働省の御回答と、そして厚生労働省から出されている資料を拝見い

たしまして、五月雨式ではありますけれども、私の感想及び反論をさせていただけたらい

いなと思っております。 

 まず、この16キロの部分で貴重な医療資源が消費されてしまうという御指摘がありまし

た。この医師の方針、訪問診療が５分延長した施策で云々かんぬんとあるのですけれども、

医師のコストが増えるのと医療費用の増大というのは別のことですね。つまり、例えば我々、

今４人の女医が働いてくださっていますけれども、その方々が往診して、でも、移動して

いる時間は一切診療報酬をもらえないので、単なるコストなのです。往診したとき初めて

720点がいただけて、ある種ペイできるみたいな話なので、移動時間が延びようが、そのコ

ストを払うのは我々ですので、診療報酬の額が増えていくわけではないので、全体的な医

療費が増えるというロジックは違うのではないかと素朴に思いました。 

○林課長補佐 既に過去２回、同じ御質問があって議論をしているところですので、今日
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は御説明を省略させていただいたのですけれども、ミクロに見るとそのように感じられる

ことはもっともだと思います。 

 なぜこういうことを申し上げているかというと、診療報酬というのは医療経済実態調査

を行ったり、マクロに見れば医療機関の収支状況を勘案して、診療報酬の値づけを行って

いきます。また、医師の受給という意味でも本来、外来で働かれるお医者さんが他のとこ

ろで使われるということになると、今度別にそちらの外来のお医者さんも補充しなければ

いけない。したがって、マクロに見たときには結果的に往診料をさらに高くしなければい

けないという形で医療財政を圧迫していくことになりますので、自分の事業所だけがやっ

ても別に大丈夫ではないかと思われることはもっともだと思いますが、これを日本全国す

べての往診で移動時間が延びていく施策にしてしまったとすれば、それは医療費の増大に

つながっていくと御理解いただきたい。 

○駒崎代表理事 なるほど。それに対してなのですけれども、そんなことは起き得ません。

なぜならば、往診というのは効率がすごく悪いからです。我々はやってみて思ったのです

けれども、外来診療では患者が並んでいてくれます。10分診療して、次と言ったら来てく

れて、10分診療して次、来てくれるという感じです。一方で、往診は我々の場合、20～30

分かけてその子の家まで行って、10分とか20分診て、また20～30分かけて行くわけです。

そうすると何が起きるかというと、普通の外来診療の場合は10分に１人子どもを診られる

のに対して、往診の場合は70分に１人しか子どもを診られないのです。そうなると普通に

外来をやっていたほうがもうかると言えばもうかる。だけれども、そこは子どもにとって

必要だ、病児保育にとって必要だということでやらせていただいていることになるので、

診療報酬の部分という意味において言うと、みんなが往診をやり始めることはないだろう

ということは、やってみるとよくよく肌感覚で分かるということでございます。 

 また、先ほどどちらかが延びると、どちらかがへこむみたいな話をおっしゃっていまし

たけれども、実は今、私どもが往診でドクターしてくださっている女医たちというのは子

育て中で、なかなか普通の外来に立てない、宿直できない、病院に勤められないという人

が往診医として働いてくださっているということがありますので、既存のシステムの中で

はなかなか働けない、繰り入れられていない方々がやってくださっているという状況です

ので、先ほど言ったようなところには当てはまらないかなと感じましたということです。 

 なので、診療報酬が増えるという話に関しては、むしろそうではないのではないか。な

ぜならば、往診のほうが成り立ちづらいからです。 

 あと、開放性の件。先ほど往診専門医でも大丈夫なのではないか。ある条件を付ければ

認めていく方向でいったらどうかということで一歩踏み出してくださったみたいなニュア

ンスを受け取ったのですけれども、それは厚生労働省は頑張ってくれたな、と思いました。 

 個人的には、保険医療機関、すべての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有す

ることが必要であるという開放性という部分がキーワードかなと思っていて、この開放性

が定められた当時においては、おそらく門構えをもって地域のみんなが、ここに小児科が
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あるんだ、ここに内科があるんだと分かる。なので地域に開放されていることを想定され

たと思うのです。しかし、今ではインターネットがあるわけなのです。ですので、そこで

我が町にはこういうサービスがあるんだ。障害児のところに往診してくれるサービスがあ

るんだみたいなことで分かる。そうした意味で新たな開放性というものが今、得ることが

できる。開放性という部分の定義が現在では変わってきているのではなかろうかと思いま

すので、厚生労働省がそうした時代を踏まえて、前に一歩踏み出そうとしてくださってい

るというのはすばらしいかなと思いました。 

 あと、病児保育においてどんな子どもに往診が必要なのかというところなのですけれど

も、子どもも色々おりまして、慢性疾患を持っていたりだとか、障害があったりだとかす

る子は特に往診が必要になりましょうし、また、普通の子どもであっても急変して、その

まま入院してしまう事例もあったりするのです。そうしたときに、もちろん保育者がかか

りつけ医まで運んでみたいなこともし得るのですが、そうするとかかりつけ医はかかりつ

け医は無茶苦茶混んでいるわけです。普通の地域の小児科なので。なのでそうしたところ

でいって、待たされてはひどくなるから移るということよりも、ある種、予防的にきちん

と往診したほうが早期の時点で発見できたりして、マクロとしては医療費の削減になるの

ではないかとすら思っております。 

 この病児・病後児保育事業は国でやられておりますけれども、今、基本的に施設型なの

です。99.999％が施設型です。なので施設型においては小児科医の中でやっていたりとい

うことなので、基本的にはこういう問題はないのですが、施設型だと病児保育のニーズと

いうのはなかなかカバーし切れないという状況になっています。では、どんどん増やして

いこうということで子ども・子育て会議等でもお話されているのですが、しかし、小児科

医の数に合わせてしか施設型は増えないので、今、小児科医の数は多いわけでもないです

から、病児保育の必要なニーズと小児科医がやる病児施設の増え方というと、どう考えて

も病児保育のニーズのほうが高いわけです。そう考えると訪問型病児保育というものをき

ちんと位置付けていかなければいけない。そうなったときに安全性の担保は重要な話題で

して、そのときに往診というものが訪問型病児保育をやっているところで重めの子を預か

るという場合、行けているということであれば、さらに安全性が担保されて、病児保育の

インフラが整っていくということが言えるのではなかろうかと思いますので、是非これを

厚生労働省の保育施策の中でもしっかりと位置付けていただきたいと思いました。 

○八田座長 どうもありがとうございました。 

 補足の質問ですけれども、基本的にはよく分かりまして、そんなにペイするものではな

いということなのですね。だけれども、これは必要だからやらざるを得ないということが

分かりました。その際に、往診してちょうだいという要請があったら基本的には全部引き

受けるのか、それとも何かの条件を付けるのか、その辺については。 

○駒崎代表理事 ありがとうございます。 

 個人的なケースになってしまいますけれども、基本的には往診というのは患家の求めに
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応じて行くことになるので、患家の求めに応じない、来なくていいよというところに行く

ことは絶対にないです。皆さんに来てくださいというような要請があって行くは行くので

すけれども、その中でも一応、優先順位というのは付けています。というのも、重い子を

優先するべきだからです。重い子のところに行くというふうにしています。なので例えば

前日も病児保育をしていて、治りかけているなというときにおいては優先順位を下げて、

重めの子という形でやらせていただいております。 

 病児保育においては、そもそも16キロに医学的根拠も科学的根拠もないのであれば、別

に要らないのかなと。ただ、では何キロでもいいのかという話で言うと、例えば32キロに

はそもそも行けないし、行くと経済合理性とか物すごく下がりますので、規制しなくても

あまり行かないわけです。ただ、志として、あるいは病状的に心配だというときには採算

度外視でいこうという形で行くことになるので、16キロを外したらみんな40キロの地点ま

で行くかといったら行かないわけでして、そこは御安心いただいたほうがいいかなと思い

ます。 

○八田座長 そうすると往診には点数が高いかもしれないけれども、何よりも時間コスト

というものすごいコストを払うから、おのずから限度があるだろうということだと思いま

す。 

 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 今日の厚生労働省のお話は大分前向きになっていただいている印象で、落と

しどころを我々で条件とか、八田先生言われたように要件とか条件付けというものが合理

的なものをいかに作るかというのがポイントだと思うのです。 

 16キロの件なのですけれども、合理性とか何とかというよりは私の私的な意見ですが、

要するに小児科医の島を荒らさないというか、医師会が文句を言わない範囲だというのが

私の理解ですので、例えば病児保育と関連付けるとか、何か条件があって島を荒らさない。

要するにあなたたちのお客さんは取りませんというようなことをきちんと言えるような条

件付けを考えたほうがいいのではないかと思うのです。 

 一つは、病児保育を利用している利用者のお母さんが保育で困っているというのを何か

うまく条件付けられるというのが一つと、もう一つ病児保育の大きな特徴は、病児保育が

あるところは確かにかかりつけ医、協力医があるわけですけれども、問題は全然病児保育

がないというところなので、圧倒的に少ないということが非常に重要なことなので、そう

すると例えば病児保育が非常に少ないエリアである場合には16キロ以上を認めるとか、何

か具体的な言い訳をするための御提案はないかなと思うのです。 

○駒崎代表理事 分かりました。 

○阿曽沼委員 私はあまり言い訳は全く必要ないと思っています。基本的に重症度等のト

リアージは病児保育をやる医師たちがやるわけです。それは当然ながら診療録として残し

ておく訳です。もし必要であれば専門の医療機関に委ねなければいけませんから、病児保

育を必要として呼んだ利用者のかかりつけ医が全くいないというと困る事があるかもしれ
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ません。従って、利用者が常に日頃かかっている医師や医療機関の名前を明らかにする事

が重要でしょう。重症であった場合等は、それらの医療機関に病児を預ける等という仕組

みができていれば、むしろ医療連携的には補完関係になるのではないかと思います。地域

における小児科医は非常に少ないですから、おっしゃるように一々往診なんかとてもでき

ない状況もあると思いますので、きちんと運用出来ればある意味、むしろ補完関係になる

という気がします。 

○駒崎代表理事 確かにそうかもしれないです。まさに小児科医の島は実はあまり荒らさ

なくて、というのも小児科医に来る１日の子どもの量と病児保育の量は全然比べものにな

らないほど、１日に小児科医がさばく子どもの数のほうが多いので、小児科医にしてみれ

ば全然痛くもかゆくもないという状況だと思いますので、あまりそこは気にされなくても

いいかなと、もし厚生労働省さんが小児科サイドとか医師会のことを御配慮されているの

だったら、それは言いたい。 

○阿曽沼委員 むしろ小児科クリニックで病児保育を併設しているところがつぶれてしま

っている例もあります。むしろ私は補完関係としては非常にいい仕組みなのではないかと

思います。 

○駒崎代表理事 そうですね。あと補完関係で言えばまさにおっしゃったようなことと、

病後児保育施設といって、保育園で併設している治りかけの子をお預かりする施設がある

のです。そことか医師が往診してくれればもう少し重い子を診られるのに、すごく軽い子

しか診られないというすごく位置付けが曖昧な施設になってしまっていて、新宿区のある

病後児保育施設は37.5度以上の子は預かれませんということを言っていて、それだったら

意味がないではないかみたいな、そういう感じにもなってしまっているのです。だからそ

こを我々が往診していく中で、では病後児保育施設に寄りますよという感じで寄ってあげ

て、それで診てあげますよということであれば、より重い子もお預かりできるし、せっか

くそこに年間1,000万近い補助金を出しているのにあまり使われない。稼働率も東京で２割、

３割の世界なので、すごく無駄になってしまっているわけです。 

○八田座長 施設に対する往診ということもあるわけですね。 

○駒崎代表理事 それにもつながってくるので、それは施設の場合は個人に行くわけでは

ないから、往診料というのは取れないのですけれども、そこは施設の人から月々の委託料

みたいな感じでいただければ、もうけるわけではないのでいいと思うのです。 

 そういう感じで医療が保育の部分へ入ることによってイノベーションが起きて、今まで

助けられなかったことが助けられるということがし得ると思うのです。なので御懸念もあ

ろうかと思うのですが、是非ここの部分は一歩踏み出していただいて、よりよい子育て支

援インフラを作っていけたらと。厚生労働省と一緒に作っていけたらと思います。 

○林課長補佐 今日はせっかく提案者にもお越しいただいて、具体的なお話を聞かせてい

ただきましたので、私どもとしてもある程度きちんと責任を持った形でさらに検討したい

と思っております。 
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 ここでの議論はお子さんだけなので大丈夫です。そんなに広がりませんということで済

むのですけれども、やはり色々な形態がございます。病児保育というものを単純に高齢者

住宅に置きかえたときに、今、新聞でも報道がされるような色々な問題が生じています。

歯科診療も色々あります。医師のほうから押しかけて診療をして、そのお金がまた他のサ

ービスの支出の補填に使われていたりして、そういうものを療養担当規則で縛ったりとか、

色々私どもも苦労をしておりまして、社会保障の改革と言っても実際に具体的な話として

はそういう細かな節約をきちんとして、皆さんが適正に使っていくことに御協力をいただ

くことが必要なわけでございますので、自分だけが例外だというスタンスではなくて、で

きるだけ普遍化したルールとして重症の人を診るということ、もう一つは、地域で在宅医

療ないし往診の体制が確保できないということ。この二つぐらいは何らかの方法で確認を

する手続を入れさせていただいた上でということであれば、また大分話が違ってくるのだ

と思います。 

○駒崎代表理事 今の話は引き取らせていただいて、少し深めたいのですけれども、高齢

者マンションに行きまくって、往診しまくって荒稼ぎするということを多分御懸念されて

いる。それは実際に診療報酬も４分の１に下げられてということをやられたと思うのです。

それはよく分かります。 

 ただ、一方で病児保育という場合は基本的にはその子の家に行くという形になるので、

そこでたくさん20人診ることが形式的にできないのです。先ほど言った病後児保育施設の

場合は確かに定員４人なので、もしかしたらマックス４人診られるかもしれません。ただ、

その場合は例えばそれこそ施設の場合なので４分の１に下げるとかすればいいだけの話だ

と思うのです。ということで、高齢者におけるマンション的な形で病児が一定、何十人も

住んでいる場所があるみたいなのは、日本では入院している病院だったらあるかもしれま

せんけれども、基本的には考えづらいではないですか。だから、そこの場合分けはきっち

りしていただきたいというものがあります。 

 あと、お話の後者にあった医療機関が整っていないところという条件にすると、東京だ

とできなくなってしまうので、東京だと基本的には一応、医療機関はあるわけです。でも、

子どもを預かったときに医者に連れて行ってというふうにするよりも、なぜならばそこに

すごいたくさんの子どもがいて、そこに行って病気がうつってしまったり、かつ、小児科

医に患者が集中すると結局過負荷になってしまうのであれば、基本的には往診という形に

したほうが小児科の負荷も分散されるし、良いのではないか、と。医療機関が整っていな

いというような文言を入れた瞬間に東京はできないですね、大阪はできないですね、神戸

はできないですねみたいな感じに全部なってしまって、結局その病児保育が必要とされる

都市部ではできなくなってしまうという話になるので、そこの部分は是非繊細に取り扱っ

ていただけると嬉しいなと思います。 

○林課長補佐 医療機関があるからどこでもダメですと言っているわけではありませんの

で、そもそも２ページにあるような絶対的な理由の中でも、患者の求める診療に専門的に
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対応できる保険医療機関が存在していても、当該保険医療機関が往診等を行っていないと

いうのが今でも書いているルールですから、外来に行ける医療機関があるからダメと申し

上げるつもりがあるわけではなくて、先ほどおっしゃっていた近未来実証特区の話も同じ

だと思いますけれども、実態的に往診とか訪問診療のサービスが得られないということを

何らか確認するようなことができるかどうかとか、そういうことをある程度担保していく

必要があるのだと思っています。 

○八田座長 他にございませんか。どうぞ。 

○鈴木委員 これは特区として今、出しているのですけれども、正規のプロセスと言うの

は変ですが、厚生労働省としては別に法律を変えるという話ではないので、中医協に諮っ

て進めることになるのでしょうか。先ほど言ったような色々な条件付けとか担保ができた

場合に、中医協にプロセスとしては諮るのですか。 

○林課長補佐 そうですね。特に16キロメートルのほうは診療報酬の要件になっています

ので、中医協に諮るべき法定の諮問事項の一部を構成しています。告示に書いてあるレベ

ルよりは少し低いレベルですので、明示的に中医協の場で議論しなくても委員が了解して

いれば、反対がなければいいというレベルかもしれませんけれども、いずれにしても中医

協の了解がないと進まないレベルの話ではございます。 

○鈴木委員 そうすると、告示ではないので次回の改定まで待たなければいけないという

ことではないのですね。診療報酬の改定とかいう話ではないわけです。 

○林課長補佐 そのあたりも含めて議論する必要があると思っていまして、外来応需の体

制について議論をしたときも、単純に広げていくとここでの議論とはまた別かも分かりま

せんが、高齢者に対して投げ網でかけるように診療をするという悪い習慣が起きてしまっ

て、そうすると、またそれを規制するようになって、かえって在宅医療の推進に逆効果に

なるのではないかという御意見もあるので、報酬上の評価と例えば外来をしなければいけ

ないというルールは、もしかすると不可分のものかもしれないわけです。外来をしない訪

問診療専門の医療機関にどう評価するのかというのは今まで議論したことがないわけです

から、それをした上でやらなければいけないかもしれない。そういうことも含めてまだ具

体的なところはもう少し中医協で議論を詰めていく必要があると思います。したがって、

報酬改定との関係で言うと、まだ今の時点ではわからないということだと思います。 

○阿曽沼委員 今でも16キロメートルを超えても往診ができるわけですね。それは自費で

やってくださいという話ですね。例えば通常の往診では、依頼時に病児の状況を聞いてい

く訳ですから、往診時に解熱剤、例えば座薬等を持っていって、そこで処方することもあ

るわけです。その場合は往診料そのものが自費であるわけですから処方も自費となってし

まいますね。混合診療となってしまいますから。それはそれでいいのですか。 

○駒崎代表理事 いや、困りますね。 

○阿曽沼委員 運用する上では利用者の負担が多くなる、すべて自費になってしまうとい

う問題は残ってしまうわけですから、この点をきちんと対応できないといけませんね。 
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○林課長補佐 自費であれば今でもできますので、自費でできるかどうかがここで議論さ

れているわけではなくて、根っこから往診料を保険給付するかどうか。いつもこれは規制

緩和ではなくて給付の拡大だと申し上げておりますけれども、そこまで給付を拡大するか

どうかということが、もともとの議論のポイントになります。 

○阿曽沼委員 分かりました。確認です。 

○八田座長 そうすると、今までのお話を簡単にまとめると、もともと厚生労働省として

は、往診を拡大することで費用が大きくなってしまうことを懸念されていて、特にこれは

病児保育以外のところで実際に問題が起きていることであるという御指摘があった。駒崎

代表理事から色々と御説明があって、病児保育の場合には、これだけでもうけようという

色彩は非常に弱いので、16キロを拡大することによって、それがコスト的な弊害を呼ぶこ

とにはならないだろう。外来応需のことについても同様だ。むしろ、今のところは病状の

重い人から選ぶというトリアージをやっている。それから、なるべく広い範囲ということ

ではインターネットということがあるから、むしろこちらから場所をみんなにオープンに

することによって、もっと広い範囲の患者に対して門戸を開くことになるのではないか。

そういう御指摘があった。 

 条件として何か欲しいというときに、専門性ということですけれども、現在ない専門性

としては、病児に対して往診するというそのサービス自体が極めて特殊なサービスで、こ

れまであまりなかった。そういうことにだから、他の科と一緒に扱わないで、病児保育と

いう専門性に着目して、緩めることが必要なのではないかと思うのです。もしこれを、介

護関係のこと、歯科などと同列の基準でやったら色々な問題が起きるかもしれない。しか

し病児保育は、本当に今、社会的な必要度があまりに高いものだから、それだけシングル

アウトする理由があるのではないかと思うのです。そこについてはいかがでしょうか。先

ほどから条件と言われたことに関して、実はそこが条件なのではないかと思うのです。 

○林課長補佐 そうですね。関係者、相手がある話でもありますので、これから色々お話

もまた是非伺いながら知恵を絞りたいと思います。どれがいいと言っているわけではない

ですけれども、何かの民間サービスと抱き合わせでやるからいいですみたいな形に見える

ことは決してよくないと思っています。医学的な判断の場で審議がされ、また、実際にレ

セプト審査をするのも医療の専門家が審査をするわけですから、何か民間のサービスを使

っているからいいんですということではなくて、医学的にこういう患者だからいいんです

という形のほうが、小児であるとかそういうことも含めて、そういうような普遍的な形で

表現できるほうが基本的には望ましいと思っております。 

○八田座長 他のサービスとコンビだからということではなくて、医学的には問題なく、

かつ、コスト面で危惧されているような問題が他の診療科とは違う。そういうことではな

いでしょうか。あと、組み合わせるかどうかは別の話だと思います。 

○駒崎代表理事 今のものに補足ですけれども、往診は医学面では外来の診療と変わらな

くて、例えば往診が昔想定された離島とか、なかなか医療機関がなかったということで往
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診がされていたと思うので、医学的な意味というよりは社会インフラ的な意味ですね。社

会インフラとして往診してあげないと。 

○八田座長 私が子どものときなんて小児科は往診が当たり前です。午前は医院で、午後

は往診でというのが標準でした。いつの間にかなくなってしまったけれども。 

○阿曽沼委員 私が子どもの時代でもそうでした。 

○駒崎代表理事 なので、要はそうやって医学的に何かがすごく変わったというよりかは、

社会インフラ的なものだと思うので。 

○八田座長 10分ごとにやったほうがもうかるからです。今のほうがおかしいので、元来、

病児は往診のほうが自然です。 

○駒崎代表理事 なので医学的にはめてしまうと往診は色々難しくなるので、インフラ的

な意味合いから検討していただけたらいいかなという希望です。 

○八田座長 本当に子どものとき、当たり前でしたね。熱が出たら往診するというのは。 

○藤原次長 私どもの大臣も関心が非常に高くて、なぜ往診が昔、当たり前だったのがな

くなったのか、色々と問題意識をお持ちなのですけれども、これは厚生労働省としてはや

はり効率性の観点ですか。今おっしゃったように、なぜ各地でそういったものがなくなっ

たのかということについては、何か見解はございますか。 

○林課長補佐 にわかになぜかということ、私もまだ生きている経験が長くありませんの

で難しいかも分かりません。また勉強させていただきたいと思います。 

○八田座長 そうですよね。スクーターとか持ったのは大体小児科のお医者さんが初めだ

ったです。その前は自転車だったけれども。 

○鈴木委員 今日せっかく雇用均等・児童家庭局が来ていらっしゃいますので、何かあり

ますか。 

○南室長 保育課の南と申します。 

 我々は保育を担当している者の立場から言わせていただきますと、全くいいとか悪いと

か言う立場にはないのですけれども、実施要項というものを定めておりまして、先ほど紙

にも書いてありますが、医者に見ていただいて、入院する必要がないという旨の署名をし

た連絡票というものを医者に署名をしていただくということが一つ。それから、普段から

協力医療機関というものを選定しておいて、あと、指導助言を行っていただく指導医とい

うものをあらかじめ選定する。何か緊急のことが起こった場合に医療機関あるいは指導医

と、どういうふうに対応したらいいのかということを文章であらかじめ取り決めておくこ

と。そういったことをしていただければ基本的にはいいということであって、そこに往診

という形をとるのか、通常は医者に行ってやるというのが普通だと思いますけれども、特

に往診がダメだと何も規定はしておりませんし、そこは我々としてはあとは患者というか、

病児の保護者と医者との関係となろうかと考えております。 

○八田座長 他にございますか。 

○藤原次長 いずれにしても、制度改正という形での成果が求められる項目でございます
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ので、３月におそらく国家戦略特区の諮問会議でもこれは報告させていただかなければい

けない事項になると思いますので、速やかな対応を是非お願いできればと思っております。 

○駒崎代表理事 是非よろしくお願いします。厚生労働省、南室長が頑張って病児保育施

設を増やそうとしてくれていますけれども、公的には病児保育施設は増えないのです。足

りないのです。そこは民間で頑張って増やしていきたいと思いますので、そこに安全と安

心を付与できるように往診を付けられるようになったらもっとインフラが広がってきます

ので、それが子どもたちのためになり、働く親たちのためになりますから、決してそれで

濫用して大もうけとかそういう話では全くないので、是非前向きに御検討いただければと

思います。 

○八田座長 これは働く女性にとっては、これが一番の問題だと思うのです。是非もう一

歩踏み込んで御検討いただきたいと思います。 

 今日はどうもお忙しいところありがとうございました。 


